
 

 

 

 

表の法的根拠 

 

 

「滋賀県警察特定事業主行動計画」の取組実施状況の公表（数値目標の進捗状況） 

「滋賀県警察特定事業主行動計画」の取組実施状況の公表（数値目標の進捗状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性活躍推進法第 19条第６項に基づく特定事業主行動計画の実施状況の公表 

（数値目標の進捗状況） 

〈制度の概要〉 

◇ 働き方の改革の推進 

   ・ 本部長通達「令和７年度県警察における「働き方改革」の取組について」を発出し、全職員に周知し

ています。 

・ 職域ごとに推進チームを設置し、職域に応じて職員の意見を反映したワーク・ライフ・バランスに関

する取組や施策を推進しています。 

・ 電子決裁の導入や事務合理化提案制度の運用等、業務の合理化・効率化を推進しています。 

・ 全ての職員が働きやすく、働きがいのある職場環境を醸成するため、勤務に関する各種支援制度

を整備しています。 

・ 「頑張る職員応援サイト」を開設し、ワーク・ライフ・バランスに関する情報の掲載や各種窓口を案内

しています。 

・ 「ハラスメントの防止対策に関する要綱」を制定し、相談窓口を設置、運用し、幹部やハラスメント相

談員を対象とした研修、セミナー等を実施しています。 

 

 

 

計画期間 令和２年度～令和７年度（６年間）    令和６年４月１日改定 

 

「滋賀県警察特定事業主行動計画」の実施状況等の公表 

滋賀県警察では、次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）及び女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）に基づき「滋賀県警察特定事業

主行動計画」を策定・実施しています。                                             

その実施状況及び女性の活躍状況について公表します。 

令和７年６月30日 

滋 賀 県 警 察 

区分・課題 項目 目標

その雇用し、または雇用しようとする女
性労働者に対する職業生活に関する機

会の提供

警察官に占める
女性警察官の割合（％）

12％
（R7.4.1時点）

11.1%
(R4.4.1時点）

11.4%
(R5.4.1時点）

11.8%
(R6.4.1時点）

12.1%
(R7.4.1時点）

男性職員の
育児休業取得率

（％）
50% 7.6%

（R3年度）
18.3%
（R4年度）

22.0%
（R5年度）

48.1%
（R6年度）

配偶者出産休暇取得率
（％） 100% 93.9%

（R3年）
87.7%
（R4年）

87.6%
（R5年）

91.1%
（R6年）

男性職員育児休暇取得率
（％） 100% 55.8%

（R3年）
70.0%
（R4年）

59.0%
（R5年）

65.9%
（R6年）

休暇の取得日数（日） 17.9日
（R3年）

17.0日
（R4年）

17.5日
（R5年）

17.1日
（R6年）

年次有給休暇の取得日数
（日）

12.0日
（R3年）

11.3日
（R4年）

11.7日
（R5年）

11.3日
（R6年）

夏季特別休暇の取得日数
（日）

5.9日
（R3年）

5.7日
（R4年）

5.8日
（R5年）

5.8日
（R6年）

その雇用する労働者の職業生活と家庭
生活との両立に資する雇用環境の整備

年間合計
18日以上

現状と推移



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈制度の概要〉 

・ 令和２年度から警察官採用試験の受験資格

年齢を 35歳までに引き上げています。 

・ 産休代替任期付職員、育休代替任期付職員

の採用制度を運用しています。 

・ 育休から復帰する職員への教養や、若手警

察官のための実際の現場を想定した実践的な

訓練を実施しています。 

・ 採用後２年未満の若手警察職員を育てるた

め、先輩職員を中心に職場一体となった教育

制度を運用しています。 

・ 女性対象の採用説明会の実施や、採用パン

フレットの特集ページにおいて、各種支援制度

や達成目標数値等を掲載しています。 

 

女性活躍推進法第 21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 

（数値目標の進捗状況） 

1 職業生活に関する機会の提供に関する実績 

２ 職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の 

整備に関する実績 

 

〈制度の概要〉 

◇仕事と家庭の両立支援 

・ 「両立支援チェックシート」を活用した、妊娠・出産を迎える職員との面

談や、「子育て応援ガイドブック」の交付により、育児や介護等と仕事と

家庭の両立を支援しています。 

◇女性活躍推進のための取組 

・ 夫婦参加のセミナー等の開催や、キャリアチャレンジ支援制度の運用

等により、男性職員の家庭参画の促進、女性職員のキャリア支援に取り

組んでいます。 

R5.4.1時点 R6.4.１時点 R7.4.1時点

警察官 25.4% 25.9% 23.7%

警察事務職員 72.7% 50.0% 62.5%

職員に占める女性職員の割合 R5.4.1時点 R6.4.１時点 R7.4.1時点

警察官 11.4% 11.8% 12.1%

警察事務職員 57.8% 59.6% 59.2%

会計年度職員 31.1% 31.9% 40.6%

R5.4.1時点 R6.4.１時点 R7.4.1時点

警視 1.1% 2.2% 4.3%

警部 3.6% 3.6% 3.0%

警部補 4.2% 4.1% 4.6%

警視相当職 0% 0% 0%

警部相当職 27.0% 26.3% 31.7%

警部補相当職 52.2% 58.2% 57.0%

警
察
官

警
察
事
務
職
員

採用した職員に占める
女性職員の割合

各役職段階にある職員に
占める女性職員の割合

◇育児休業取得期間の分布状況 

男性職員 48.1%

女性職員 100%

91.1%

65.9%

警察官 11.1日

警察事務職員 12.4日

全体 11.3日

男女別の育児休業取得率　（R6年度）

配偶者出産休暇取得率　（R6年）

男性職員育児休暇の取得率　（R6年）

年次休暇等の取得状況　（R6年）

６月以上

１年未満

19%

１年以上

２年未満

13%
２年以上

3年未満

68%

女性職員 男性職員 


